
制定　：　240124

　◎ 工 事 概 要 　◎ 全 体 配 置 図
1. 　工事名称 舞鶴（5）宿舎改修建築その他工事

2. 　施工場所 京都府舞鶴市字北吸（海上自衛隊つつじが丘宿舎）

3. 　工     期 令和 5年 12月  20日　～　令和 7年  1月 31日

4. 　作業時間 8:30　～　17:00　（17:00を超える残業は打合せ会にて報告する事）

5. 　休      日 土曜日、日曜日、祝祭日

6. 　施　　主 近畿中部防衛局長　茂籠 勇人様

7. 　監理事務所 ：　株式会社　建綜研　 ：　株式会社　ムラシマ事務所

土　　木 ：　株式会社　建設管理

8. 　施　　工 建　　築 ：　株式会社 柏原工務店

　◎ 安 全 衛 生 管 理
1. 朝礼、ＫＹミーティング （  8:10 ～ラジオ体操～朝礼）

2. 毎日の作業打合せ会 （13:00 ～昼礼）

4. 作業終了時の報告 （ＫＹ用紙を持って報告）

5. 入場時、各週　電動工具点検 （随時）

6. 一斉清掃 （毎週金曜日　13:15 ～）

　◎ 注 意 事 項
1. 朝礼は毎朝 8:10 から行い、作業時間は 8:30 ～ 17:00 （原則）とします。

2. 場内での喫煙は喫煙所以外は厳禁です。車内禁止。　　

3. 作業打合せ会は、13時00分から休憩所にて行います。職長もしくは代理人は必ず参加してください。

4. 産業廃棄物の分別収集に協力お願いいたします。一般ゴミ（弁当ガラ、家庭ゴミ）は持ち帰りください。

5. 作業中であっても安全通路は確保してください。

6. トイレと水道は仮設を使用してください。

7. 周辺道路は駐停車禁止です。原則仮設駐車場に止めてください。

8. 資材の搬出入は必ず事前連絡してください。（搬入数量記録が必要です。勝手に使用しないこと。）

9. 近隣に配慮して、低騒音･低振動･低臭気･低粉塵工法の採用を優先してください。

10. 作業終了後に、KY用紙を作業終了の報告と共に事務所に提出してください。

11. 外部足場を上る前に、指名者による足場の点検と記録、墜落制止用器具(フルハーネス)の確認をすること。

12. 電工ドラム･脚立は作業終了後片付けてください。

　◎ 今 月 の重 点 注 意 事 項

株式会社　柏原工務店

（一作業一片付けの徹底）

※  場内徐行は　10km以下　です。

新　規　入　場　者　教　育　資　料

3. 作業終了後の清掃

敷 地 配 置 図

場 内 配 置 図

建　　築 設　　備
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一作業一片付けの徹底！

第三者災害の防止。

墜落制止用器具の適正使用。

工事場所

仮設駐車場･事務所

宿舎（T1）


